
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

1 来年（R4年）春のシステム稼働に合わせ掛金の自動振替がスタートします！ 
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◆事務担当者の方への情報提供や加入者の皆さまへ周知をお願いしたいことなど（ホームページに毎月掲載） 

◆最新情報をメールでお知らせします。  登録はこちらから ⇒ 横浜市社協 メール配信 検索 

横浜市社協 
年金共済キャラクター  
ハッチちゃん 

 
２ 12月の事務スケジュール   
①【提出書類の締切日】 施 設・団 体 ⇒⇒⇒ 社協（共済担当）  12/10 締切 

※10日が土日祝にあたる場合は前営業日が締切となります。 

②【給付金振込日 （11/10 締め受付分） ・ 支給通知書の発送】 12/10 予定  

③【加入者の承認通知書 ・ 掛金請求書等 （12/10 締め受付分）】 

社協（共済担当） 12/20 発送予定  ⇒⇒⇒⇒  施設・団 体 
 

◆ 現在、毎月 20 日頃に社協事務局より郵送している「掛金請求書」により、社協口座への振込

みをお願いしています。 

令和４年春に新システムの稼働を予定しています。 

それにあわせ、掛金をご希望の口座から自動振替することができるようになります。 
 

◆ 来年 1 月に『ご案内と自動振替依頼書』を各施設・法人様に送付いたします。 

自動振替を希望される法人・施設（事業所）様は、事前に書類の提出が必要です。 

「自動振替依頼書」に記入・押印いただき、社協事務局あてにご返送ください。 
 

◆ 新システム稼働の時期及び事務説明は動画配信を予定（第 1 回目の配信は来年 1 月頃）してい

ます。具体的な時期等が決まり次第、共済ニュース等でお知らせいたします。 

 

★ 一度手続きすれば、翌月以降も毎月自動振替されます。 

毎月、金融機関の窓口に出向く必要がなくなり、現金を持ち歩く手間・リスクが解消されます。 

★ 毎月の振込手数料はかかりません。 

★  普段、法人・施設で利用している都合のよい口座が指定できます。 

★  通帳や照合表に振替の記録が残ります。 

 申込から、手続きが完了するまで、約２か月かかります。 

 お手元に「事前振替依頼書」とご案内チラシが届きましたら、 お早目にお申し込みください！

（発送は１月上旬を予定しています。） 

 

掛金は自動振替がとっても便利！ 


